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郡上市の新生児を対象に１０万円の郡上市共通商品券！

新型コロナウイルス対策赤ちゃん応援特別事業

高齢者タクシー等利用助成事業

木材生産事業者等緊急支援事業

広 報�� 2020／10  ５

　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、市民や事業者のみなさんが受ける経済的な影響を少しで

も緩和できるよう、さまざまな経済対策を実施しています。令和2年第4回郡上市議会定例会で9月9日に議決

された補正予算のうち、新型コロナウイルス感染症に対する新たな事業について掲載します。詳細などは各担

当課へお問い合わせください。

 　健康福祉部児童家庭課　 　６７-１８１７問 ☎

　その他、特産品などを生産・製造している観光業者の支援を目的としている「新型コロナウイルス観光緊急

対策事業」の補助金額増額や県内の医療従事者に郡上の観光商品を提供し市内観光事業の消費拡大を促す「新

型コロナウイルス感染症対応医療従事者応援事業」などコロナ禍を乗り切るための事業に取り組みます。

　コロナ禍で不安な日々が続く中、出産・子育てに奮闘されている家庭を支援するため、

国の特別定額給付金の基準日（4月27日）を過ぎてから生まれた新生児を対象に郡上市共通商品券を支

給します。

対象児の保護者で、新生児の出生日から申請時まで引き続いて郡上市に住民票を登録し、引

き続き市内に居住する意思のある人

【申請者】

新生児１人につき１０万円の郡上市共通商品券【支給額】

令和２年４月２８日から令和３年４月１日までに出生し、出生日から郡上市に住民票を登録し、

引き続き市内に居住する新生児

【対象児】

　新型コロナウイルス感染症の影響で閉じこもりがちとなっている高齢者の外出を支援

するとともに、タクシー等事業者の経営の安定化を支援します。

市内に住所を有し居住する６５歳以上の高齢者のうち、自家用車の運転ができない人・自

家用車を所有していない人（その他要件があります）

【対象者】

タクシー事業者(一般旅客運送事業)、福祉タクシー事業者、福祉有償運送業者【対象事業者】

申請に基づき１枚額面５００円のタクシー利用券を１人当たり２０枚（１０,０００円分）を交付し

ます※申請者以外の人は使用できません

【助成内容】

　新型コロナウイルス感染症の影響により、木材生産事業者等の事業収入が減少してお

り、大型林業機械の維持費も負担となっています。このため市では、大型林業機械の法定検

査費用や修理費用等の補助を行います。

（１）林業機械の法定検査（特定自主検査）に係る費用

対象機種：プロセッサ、ハーベスタ、スイングヤーダ、グラップル　／　補助率：１０/１０

（２）林業機械の修理等（部品代、作業料等）に係る費用

対象機種：プロセッサ、ハーベスタ　／　補助率：１０/１０（ただし、上限３０万円/１台）

【対象経費】

大型林業機械を所有する木材生産事業者等【対象者】

 　健康福祉部高齢福祉課　 　６７-１８０７問 ☎

 　農林水産部林務課　 　６７-２１２１問 ☎


